
道の駅 子守唄の里五木 温泉施設「夢唄」改修設計業務委託仕様書 

 

１ 業務の目的 

   五木村では、令和３年度に、道の駅「子守唄の里五木」周辺施設整備基本計画

（以下「基本計画」という。）を策定し、道の駅「子守唄の里五木」及び周辺施設

の利便性と集客力の向上と併せて、建築から約２０年経過した建物のリニューア

ル（建築、設備、電気）を順次進めている。 

  令和６年度には、基本計画に一部修正を加えながら、物産館「山の幸」の改修に

着手したところであり、今後、令和８年度を目途に温泉施設「夢唄」（以下「温泉

施設」という。）の改修を目指している。 

   温泉施設については、令和３年度に実施した基本計画をベースに、現在、隣接

する交流センター内にある温泉受付機能や休憩所の機能を温泉施設側に移し、交

流センターと温泉施設を機能的に分離する案で改修を進める方針であった。しか

しながら、令和５年度には、温泉施設の地下埋設配管から漏水が発生し、漏水箇所

の特定や原因の解明には至らず、急遽、別配管で地上部から配管を引き直して給湯

するなど、基本計画時には存在しなかった状況も発生している。 

また、建築から２０年が経過する間に、足湯の撤去などのリニューアルや小修繕

を繰り返しており、保管する配管図と相違するなど管理に支障をきたす部分もでて

きている。 

  本業務では、令和３年度に策定した基本計画を参考にしつつも、令和５年度に発

生した地下埋設配管からの漏水やコロナを機に変化してきた社会的状況などを考

慮するとともに、ラニングコストの抑制やデジタル化による省力化などに配慮し

た改修案の提案（新築・建て替え案も可とする。）と、それに基づく基本設計、実

施設計を行うものである。 

 

２ 施設の概要 

五木温泉「夢唄」 

  所在地    熊本県球磨郡五木村甲２６７２番地５６ 他 

  建築年月日  平成１５年１２月１０日 

  構造     木造平屋 

  延床面積   ３７４．９１㎡ 

  施設内容   温泉施設 

そ の 他  機械室（RC造地下 1階地上１階）141.00㎡あり 

 

３ 委託期間 

  契約締結日の翌日から令和６年３月３１日までとする。 

  ＊予算の繰越が認められた場合は、令和７年１２月２８日まで 

 

 



４ 業務の要件 

（１）本業務を遂行できるだけの経験と実績を有していること。 

（２）本業務を迅速かつ円滑に遂行するための体制、管理責任者及び主担当者の資格、

経験等は適切であること。 

（３）五木村が進める公共施設再生の目的を充分に理解し、適切な計画とすること。 

（４）実施にあたり、行政、地域団体、地域関係者と必要に応じて、協議、調整を行う

こと。 

 

５ 業務内容 

（１）改修案（改修が不可能と判断する場合は建て替え案を含む）の作成 

 業務の趣旨、目的や基本構想を参考に改修案を提案・作成すること。 

ランニングコストを抑える工夫やデジタル化による省力化要素を含むこと。 

（２）基本設計 

  ＊別添特記仕様書参照 

（３）実施設計 

  ＊別添特記仕様書参照 

６ 留意事項 

（１）本業務を実施するにあたり、契約書、既存資料、関係法令、業務の目的及び 

内容を的確に把握して必要な準備を行う。 

（２）企画提案書を提出する際に他の事業者等の協力を得て業務を実施する場合は 

は提案書にその旨を明記する。 

（３）企画提案書の作成に要する費用等、今回の応募に係る一切の費用は、参加者 

負担とする。 

 （４）提出書類については、返却しないものとする。 

 （５）審査結果についての意義申し立ては受理しないこととする。 

 （６）著作権の取り扱い 

   ア．決定した業者の業務提案書に係る著作権は五木村に帰属する。ただし、契約 

締結前にあっては、提案者に帰属する。 

   イ．決定されなかった業者の業務提案書に係る著作権は、提案者に帰属する。 

 

７ 業務報告書（成果品） 

  実施したすべての業務における個々の成果品を発注者の求めに応じて随時提出する

とともに、契約終了時には、実施したすべての業務の成果品を３部及び電子データで

提出すること。 

 

８ 成果品に対する責任の範囲 

  受注者は、本業務終了後でも瑕疵が発見された場合には、速やかに対策を講じるも

のとする。これに要する経費は受注者の負担とする。 

 



９ 成果品の帰属及び管理 

  成果品はすべて発注者に帰属するものとし、受注者は、第三者に発注者の許可なく 

 公表してはならない。 

 

１０ 協議 

  業務を円滑に実施するため、計画的な工程管理を行い、発注者と綿密な連携をとり、

適切な業務執行を図ること。本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、そ

の都度本村と協議のうえ、その指示に従うこと。また、打合せを行った場合は、その 

都度打合せ記録を作成すること。 


